
（別添２）

　　　指定障害福祉サービス事業所等における事故と発生時の報告フロー　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年度改正）　

　　　　　　　　　鹿児島県くらし保健福祉部障害福祉課

・利用者にかかる事故については，当該家族等

　への十分な説明など，適切に対応すること。

報告が必要な場合

【消費者安全法に基づく報告が必要な場合】
1 重大事故等に該当する場合
2

重大事故等以外について，被害の拡大又は同種・

類似の消費者事故等が発生するおそれがある場合

【報告を求める事故等】

1 サービス提供中の利用者の怪我又は死亡

2 職員（従業者）の法令違反，不祥事

3 感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況

4 人権侵害等

5 無断外出

6 災害

7 その他（事業所の長が報告を必要と認めた場合）

・報告の方法

1 事故等の報告の発生後，第一報として，直ちに電話により概要報告を行った後，別添様式によりＦＡＸ送付す

るものとする。（県機関の就業時間外で電話連絡が取れない場合においては，ＦＡＸを送信しておき，翌日早

めに連絡するなどの対応を行うこと。）

なお，重大事故の場合，原則翌開庁日までに第一報のＦＡＸ送付を行うものとする。（１か月以上の治療が必

2 時間の経過に伴い状況が変化する事案については，電話及び任意の書式により追加報告を行うものとする。

3 事故等の処理が終息した場合は，事案に応じて，任意の書式により損害賠償等の対応状況，再発

防止策等を含む詳細報告を行うものとする。

・消費者庁　消費者安全課
・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

※　重大事故とは，死亡若しくは，１か月以上の治療が必要
な
　 怪我に該当する事故をいう。

要との判断がつかない場合は，医師等の判断が出された時点で速やかに報告するものとする。）

　　　　　　　本庁
・くらし保健福祉部障害福祉課

・くらし保健福祉部社会福祉課

は，感染症若しくは食中毒の
発生等又はそれらが疑われ
る状況

利用者の家族等
事業所

サービス提供時に事故発生

保健所

　　　　　　　　　　県
・地域振興局地域保健福祉課
・各支庁地域保健福祉課

　　　　　　市町村保健福祉担当課
・利用者の支給決定している市町村
・事業所が所在する市町村


